
第９０号議案 

   債権の放棄について 

 上記の議案を提出する。 

  平成２４年９月２１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   債権の放棄について 

 下記のとおり債権を放棄する。 

               記 

１ 債権の内容    小売市場使用料の未回収金 

２ 債 務 者                    

          

            

３ 放棄する債権の額 ２，１９１，５９６円 

           （内訳）鹿浜小売市場 １，５４５，５９６円 

               舎人小売市場   ６４６，０００円 

４ 放棄の理由    平成２２年１１月１日に債務者が破産し、上記

区の債権につきその責任を免れ、回収すること

ができる見込みがないため。 

 

 （提案理由） 

 債権の放棄について、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基

づき、区議会の議決を得る必要があるので、この案を提出いたします。 

 

 

 


